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ｵﾌｨｽﾀ NEWS 第 141 号発刊にあたって 
  

今月は出張続きで東北やら九州やら関西やらへと移動

しているので季節の違いに戸惑います。どこに行っても

ニュースではコロナ新型ウイルスが話題で恐怖を伴う心

配事です。毎年毎年、進化を遂げて駆逐されてもされて

も突然変異を繰り返し増殖するウイルスって地球上の生

態系の頂点に君臨しているのではないかとさえ思えてき

ます。病は気からと昔から言いますし、風邪は気合で吹

き飛ばせるので（たぶん）、気持ちがどんよりしている

のが一番いけない。日々のお仕事や生活に充実している

ことがなにより健康でいられると思います。 

風邪の季節を通り過ぎれば今度は花粉の季節がやって

きます。春の訪れは素敵ですしお花見や GW など楽しみ

も目白押しですので、この寒い時期を辛抱して通り越し

ましょう。今年は幸い東京で大雪に見舞われることが無

さそうなのでよかったですが、通勤途中の怪我が多い季

節でもありますからご注意ください。特に春から就職が

決まって卒業までの間アルバイトに精を出す女子大生も

多く、スポットのお仕事が主婦・ママさん含めて全国的

に人気ですが、慣れない単発勤務こそ気を抜かずに。 

 

 “はたらきたいという気持ちを大切に” 

“育児も家庭もお仕事も大切に” 

オフィスタは仕事と家庭の両立を目指してはたらく

女性/ママさんを応援するママさんハケンの会社です。 

今回のオフィスタ NEWS もお気軽に読んでいただけ

ればと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
オフィスタのホームページをご覧になったことがあり

ますでしょうか？オフィスタではＷＥＢ上でも色々なお

仕事、メルマガバックナンバー、Q&A など有益なコンテ

ンツを揃えております。 
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特集：『働き方改革施行にあたって』 

/オフィスタ人事管理部 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

働き方改革が 4 月から施行されます。残業が制限された

り、有給休暇の消化が半ば強制されたりと労働者の生活

に余裕がもてるようにとの内容です。同時に企業の経営

を圧迫しますので、一歩間違えれば倒産・リストラ・減

俸と労働者自身に将来しわ寄せがくる危険性も含みます。

改革によってもたらされる未来は良いものなのか悪いこ

となのか？国民は敷かれたレールの上を走ることしかで

きませんが、行き先が天国か地獄か考えてみましょう。 

------------------------------------------------ 

働き方改革関連法の施行に伴い削減が求められている

時間外労働（残業）について、みなさんはどのように感

じていますか。そもそも残業が減っている実感があるか

どうか考えてみて下さい。働き方改革のおかげで残業が

減ったという企業は実はあまり見かけません。現在残業

が少ない企業は、働き方改革以前から元々残業の少ない

企業であって、この改革のおかげで劇的に変わったとい

う企業は殆どないのです。京都新聞社（R2 年 1 月 9 日

付）が残業時間アンケート調査をしていましたので抜粋

しますと、『京都と滋賀に本社を置く主要企業の半数近

くが前年並みにとどまっている』ことが明らかになりま

した。おそらくこれは全国的にも同様といえるでしょう。 

 

2019 年 4 月に大企業の残業上限規制がスタートし、

2020 年 4 月からは中小企業にも対象が拡大します。中

小企業の人手不足は全国的に深刻で、残業抑制により経

営面への影響もあり、長時間労働を減らす困難さが浮き

彫りとなっています。残業規制は上限を原則「月 45 時

間、年 360 時間」としています。 

この京都新聞社のアンケート結果によると、2018年

と比較した 2019 年の残業時間についての設問では、

「前年並み」が 46.7％で最も多かったそうです。「増

えた」（7.5％）と合わせると半数以上の企業で残業が

削減できていませんでした。一方で、「1～3 割減った」

との回答も 42.1％あったそうです。残業の削減方法は

「業務の効率化」が最多で、「会社・管理職による声掛

け」、「自動化への投資拡大」、「人員を増やす」など

だそうです。具体的な取り組み事例では「店舗の統廃合

など抜本的な施策を実行」や「フレックス制度の導入」、

「管理職の意識改革」などだそうです。 

働き方改革で労働者の生活に比較的余裕ができる反面、

企業側は余裕どころか運営立ち行かなくなる可能性もあ

ります。沈みゆくタイタニック号の甲板で、船員がのん

びりバカンスを謳歌しているような風景が思い浮かびま

す。市場に働き手が大勢いる現状ならこのような改革も

有効でしょうが、少子高齢化で労働人口が少ない中で残

業を減らしたら従来通り業務が回せないことは容易に分

かります。また、残業云々以前に有給休暇促進や祝日増

の影響もあり、現代のサラリーマンは年間約 140 日間

の休暇があると言われています。これは 365 日の 38％

に相当し、週 3～4 日程度勤務しているパート社員の出

勤日数とほぼ同じです。にもかかわらず企業は月給制と

して月 20 日換算で給料を支払っているのですから経営

の歯車が狂ってくるはずです。自分の会社がこのような

状況で存続し続けていけると思っていらっしゃる社員は

公務員か大手企業勤務の一部の選ばれた方々だけでしょ

う。中小企業に勤務していて、残業が減る・有休が取り

易くなる・祝日が増える・働き方改革万歳！などと浮か

れている社員はまずいないと思いますが（いるとしたら

役職がない階級の若者たちくらいか？）、働き方改革で

リストラ・倒産・減俸・出向と暗い未来に向けて自身の

運命が進んでいることは皆理解しているでしょう。 

 

そもそも何故、休んだり残業をなくしたりと働かない

ことが美徳のようにもてはやされる時代になってしまっ

たのでしょうか。一つにはブラック企業の存在があり、

朝から深夜まで働かせてノイローゼで自殺者まで出るよ

うな悪質な企業の存在があったことが挙げられます。こ

の撲滅が目的とされ労働者もゆとりある生活を送れるよ

うな環境整備が提唱されたわけです。ただ、世の中でブ

ラック企業という言葉をよく聞きますが、上記のような



悪質な企業は実際には極々わずかで、社員がネットで「う

ちはブラックだ」と悪口を書いているだけのケースも多

いようです。どこの会社も叩けば多少の埃は出るもので

すから、マスコミに乗せられて何でもかんでもブラック

企業だと騒ぐ風潮が今にして思えば間違っていたのだと

思います。自殺者が出るような一部の極悪な企業だけを

ピンポイントで撲滅すればよかったのに、周囲のそれほ

どブラックではない企業まで巻き込んでしまった感があ

ります。そもそも自殺者が出るほど悪質な企業が働き方

改革が制定されたからといって、ハイそうですかと守る

わけがないと思うので、それなりにキチンとやってきた

企業にしわ寄せがきたように思います。働き方改革で働

き手が増えるとか出生率が上がるというのは机上論とし

てならばそれっぽいですが、実は何年計画でどういうプ

ランなのかも不明瞭なのです。働き手が減ったのは残業

が原因ではないし、出生率が低いのは収入だけが原因で

はないでしょう（むしろ一億層活躍や女性活躍推進法な

どの方がよっぽど出生率を妨げている要因と思います）。 

 

オフィスタは育児中のママさん支援というコンセプト

のため、過残業に対しての知識が疎いです。当社理念に

賛同いただいている会社さんとしか取引していませんの

で、残業は多い者でも月 3～5 時間程度で、残業が 200

時間だ 300 時間だとノイローゼになるほどの会社が現

実にこの世の中にあるなんて実感がないのです。また、

残業制限が企業はもとより労働者も幸せにするとは思え

ません。騒ぐだけ騒いで、プレミアムフライデーのよう

にしばらくしたらトーンダウンしそうな改革ですが、と

りあえず施行１年目は企業も労働者も辛抱でしょう。 

 

【企業側の悩み】 

①「店舗の統廃合など抜本的な施策を実行」で効率化

を図らざるを得ないが、長年培ってきた方法・手

法・システムを手放さなければならない。 

②「管理職の意識改革」をしようにもその上の企業経

営者たちが働き方改革に賛同していない状況でこ

のようなことの教育なり指導なりが可能なのか。 

③上記ができない場合、働き方改革はおざなりにする

か、人員増員を計画するかのいずれかになるであろ

うが、労働者確保が困難な現状ではどうしてもハケ

ン活用が想定される。そうなると派遣法改正の同一

労働同一賃金制度が人件費負担として新たな壁と

なる。 

【労働者の悩み】 

①働き方改革で生活に余裕ができるのはありがたいが、

それで資本主義下の産業が回るわけもないので、自

分の勤務する会社の財力・体力次第ではリストラ・

解雇・倒産・減俸など不運な将来が待っている不安。 

②残業代や休日出勤も生活費の一部として捉えていた

労働者にとっては収入減となる。「自分の会社はブ

ラックではないし、好んで残業をしているのに制限

されるのは迷惑だ。自由な働き方ができる世の中を

目指すと言いつつこれに反する。」という労働者の

声は実は中小企業の男性社員に多くみられる。 

③休暇や早く家に帰宅するのが必ずしも充実した生活

とは限らないという考え方も根強い。家族サービス

が増えれば出費も増えるという家庭も多く、現に全

国の主婦の 7 割は GW 長期休暇を喜んでいないと

いう統計もある（休みが多ければ＝消費が増えるな

んていう国の発想自体がもうナンセンス）。 

 

企業は残業問題を解決したとしても次の苦難が待って

います。その一つは、政府が今月企業に対して発信した

“従業員の 70 歳までの就業確保”に努めるよう求める

高年齢者雇用安定法改正案です。今通常国会で成立すれ

ば 2021 年 4 月から施行されます。日本の 8 割以上の

企業はいまだ 60 歳定年制です。65 歳定年制の導入す

らできていないのに今度は 70 歳までの雇用とか企業側

にしたらまず不可能です。次から次へと実現不可能な机

上の空想論ばかり押し付けられて、これでは企業も暗く

なってしまいますね。 

 

 
 

上写真は“ブラック企業”と検索したら出てきた画像で

すが、言うほどブラックでしょうか。会社の理念や価値

や考え方は自由です。組織内のことは当事者間の自由で

いいと思うし、そこに国が介入するのもおかしいと思う

のですが、働き方改革で何を改革するのか、できるのか、

したいのか、企業も労働者も今こそ改めて考える時期で

しょう。何はともあれ 4 月から施行です。 
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☆★出張の心得（名古屋編）★☆ 

/オフィスタ業務管理部 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

オフィスタが事務局を担っている団体の一つに日本雇

用環境整備機構という公益法人があります。雇用環境整

備士という育児・障害・エイジレスの雇用に関する専門

知識者を養成する活動をしています。毎年、夏と冬に全

国で講習会を開催していますが、東京にしか本部があり

ませんので全国各地に手の空いている職員は出張です。 

 

本機構では年間通して講習会を手伝っていただける職員

を募集しております。名古屋会場で講習をしてきたばか

りなので、出張に行ってどのようなことをするのか雰囲

気だけでも知っていただこうと書いてみました。 

 

2 月 12 日（水）講習会前日 

前日には現地へ向かいます。名古屋は近いので昼過ぎに

出発しても夕方までには十分到着できるから楽です。雪

や台風など何があるか分からないので必ず前日入り。 

   

18：00 講師の先生とお食事＆打ち合わせ。現地でお好

きなものを堪能しましょう（先生のリクエスト優先）。 

  

2 月 13 日（木）講習会当日 

9：00 に会場入りして現地のアルバイトさんと合流です。

この日は名古屋在住の２名がお手伝いしてくれました。 

9：30 までに準備をして受付開始。先生も会場入りして 

10：00 午前の部が開演。事務局は司会もします。 

   

12：00 午前の部終了～午後の準備。 

12：30 午後の部が受付開始。午後の資格講習会は通常

満席になります。ここが一番大忙しの時間帯。 

 

13：00 午後の部開演。またしても司会担当。 

14：00 講義が始まったら銀行へ行ったり、余った荷物

を東京に送り返す用意など、空き時間も有意義に。いつ

も少し遅めのランチになります。 

   

17：00 講習会終了。学生さんにバイト料を払ったり、

先生とお茶で一服しながら帰路の準備。 

 

18：00 当日帰京の場合もあれば、翌日 AM に帰京・出

社の場合もあります。今回は翌日帰りだったので、名古

屋の夜をもう少し楽しんでみましたよ。 

   

2 月 14 日（金）東京に戻る 

出社したら昨日の荷物が戻っているか、仮払精算事務（飲

み食いが多いと大変なのです）、残務処理など。 

 

どうですか、こんな感じの講習会運営やってみたい人い

ませんか。今回は名古屋１日を簡単に書きましたが、時

には名古屋から大阪に行って福岡と広島も回ってくるな

んとこともありますし、翌週には札幌に飛んでね？なん

て言われることもありますので、趣味とお仕事を兼ねて

全国を出張したい人はオフィスタ人事管理部までお問い

合わせください。一緒に全国飛び回りませんか？ 
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☆★日本雇用環境整備機構からお知らせ★☆ 

/オフィスタ業務管理部 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

一般社団法人日本雇用環境整備機構（JEE：東京都新

宿区、理事長 石井京子、事務局：オフィスタ）が認定す

る雇用環境整備士とは、育児・障害・エイジレス・学生

といった対象者の雇用促進と受け入れるにあたっての適

正な職場環境整備のために、専門知識を有する管理者の

育成・養成・社内設置を推進することを目的とした資格

です。Ⅰ種（育児者雇用）・Ⅱ種（障害者雇用）・Ⅲ種（エ

イジレス雇用（＝35 歳以上の者を指す））・Ⅳ種（学生

雇用）の４種に分かれており１種目以上を履修した者を

雇用環境整備士として認定しています。 

 

全国に延べ 7,899 名（R1 年 9 月末現在）の整備士が

認定・登録され各企業で活躍しています。受講希望者が

全国的に増えてきていることから、今冬は全国 7 都市

14 開催します。関東では以下の日程が今からでもまだ

受講可能です（横浜は初開催）。ご興味のある方は是非。 

 

＜令和元年冬 雇用環境整備士資格講習会 開催日程＞ 

開催地 開催科目 開催日程 

横浜 2種（障害者雇用） 令和2年2月27日（木）

東京日曜 2種（障害者雇用） 令和2年3月8日（日） 

*今回、資格試験は行いません。 

 

■附随する関係講習会 

※同日同会場で開催しますので併せて受講が出来ます。 

－はじめて障害者雇用をする企業へ－  

障害者雇用に際して職場の同僚社員への啓発・指導の

ために担当者が知っておくべき知識講習会 

 

-------------------------------------------------- 

●オフィスタで勤務するスタッフは研修扱いとして受講

できます。詳しくはオフィスタ人事管理部まで。 

-------------------------------------------------- 
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☆★お仕事Q&Aコーナー★☆   

質問者：団体勤務 33歳 女性 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

Q．わたしはハケンで働いています。同一労働同一賃金

制度に質問です。育児や家事との両立のために、正社員

と同じ業務内容や勤務状況や責任を負わされる同一労働

を希望していません。また、扶養の範囲内で働きたいの

でこれ以上の賃金上昇も望んでいません。フルタイム勤

務や男性派遣社員にとってはありがたい法改正かもしれ

ませんが、パート派遣というワークライフバランスを希

望している者にとっては迷惑な制度です。同一労働の辞

退または同一労働の際の同一賃金の辞退は出来るのでし

ょうか。「同一の賃金を得ているのだから、同一の労働

をしろ」と言われるような事態だけは絶対避けたいです。 

 

A．派遣会社は、今年の 4 月から①派遣先均等均衡方式

をとるか②労使協定方式のどちらを採用するか選択しな

ければなりません。①方式をとれば、派遣先の同じ仕事

をしている正社員との比較考量になりますので、派遣先

正社員と不合理な格差がなければ賃金に差があっても

（均衡待遇）問題がないとされています。②労使協定方

式の場合は、派遣労働者が正社員であろうと臨時の社員

であろうと、責任があろうとなかろうと、厚生労働省職

業安定局長通知で示される派遣労働者と同じ仕事をして

いる一般正社員の賃金（賞与・退職金を含む）以上の賃

金を派遣会社は払わなければならないとされています。

従って、同一労働同一賃金の適用については辞退するこ

とはできません。扶養の範囲で働きたければ就業日数を

更に減らすなど対策が必要です。業務の内容と責任につ

いては、契約等で規定されなければならないとされてい

ますので、もしそれ以上の業務と責任を問われるのであ

れば、苦情を申し立てることができます。（大滝） 

 

…＜そのほかの気になるお仕事の疑問募集中＞…… 

お仕事に関する疑問なんでもどしどしお寄せ下さい。

オフィスタの顧問社労士をつとめる大滝岳光先生（日

本人材派遣協会アドバイザー）と馬場実智代先生（馬

場社会保険労務士事務所長）がお答えしてくれます。 

▼あなたのお悩みも受け付け中。仕事や職場に関する疑

問をお寄せください！ 

▼『ハケン質疑応答Q&A集 実践100問』（無料ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ） 

http://www.offista.com/coffee/qa/qa100.pdf 

▼過去のQ&Aﾊﾞｯｸﾅﾝﾊﾞｰはｵﾌｨｽﾀ・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞからﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ

できます。 

http://www.offista.com/coffee/index/coffee.html 



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

☆★行政庁「嘘の父危篤で職員を処分」★☆   

/オフィスタ総務部 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

『仙台市は父親が危篤と嘘を言い休暇を不正に取得した

として、区の一般職50代男性職員を停職1カ月の懲戒処分

にしたと発表した。その後、職員は依願退職した。市に

よると、2016年「父親が危篤状態となり看護が必要」と

上司に虚偽の報告をして3日間の休暇を取得した。17年に

も「父が危篤」などと言って12日間にわたり、1日当たり

数時間、長い時で丸1日欠勤。父親の入院先と報告された

病院に上司が出向くと入院していないことが判明した。

職員は市の聞き取りに対し「体調不良だったが有給休暇

が残り少なかったため虚偽報告した」と説明している。』

（2019.12.26 河北新報） 

 

みなさんもご両親を都合良く危篤や病気にしたことは

ありませんか。会社を辞めたくなった時、仕事がキツく

て逃げ出したい時、本当のことが言い出せない時などに、

身内を都合よく病気にしてきていませんか？ 

この50代の地方公務員さんはたった数日間ウソついて

サボっただけで退職に追い込まれました。そこまでする

か！酷い！・・・と思った方は要注意です。事件の重大

さが全く理解できていない証拠です。組織で労働すると

いう認識が甘いです。またはご自身もこの手を使って周

囲を欺いてきた同類の方なのではないでしょうか。 

 

社員の場合は会社に嘘をつき欺くと商法刑法の背任行

為で処罰されます。派遣社員であれば虚偽による債務不

履行として民事で損害賠償請求されることになります。 

「こんなことみんなやってることじゃん！」なんて思っ

た方は、改めて人を欺く行為は犯罪だと自覚して下さい。 

会社は労働者のこの手の嘘は簡単にお見通しです。だい

たい以下で見抜かれます。下手な嘘で人生棒に振ったら

勿体ないですよ。今はそういう時代なのだという事です。 

 

・病院名を理由をつけて明かさない 

・事前に用意していたかのようにやけに饒舌である 

・急に親が倒れたというのに動揺が顔に出ていない 

・または動揺し過ぎで演技が下手すぎる 

 

通常は病院名を即答できない時点で上司は見破ってます

けど、日本の習わしで同情の念を抱くというのが昭和時

代から組織の暗黙の決め事でした。が、令和の時代はそ

んな情念の時代ではありませんから、会社も労働者もド

ライ＆クールです。この手の嘘は部下だろうが犯罪は犯

罪、どんどん処罰される風潮になってくると思います。

会社が労働者をファミリーと思わなくなったのが原因

か？はたまた労働者が会社を家族と思わなくなったのが

原因か？いずれにしても世知辛い世の中になったとはこ

のことですね。こんな時代背景を見事に映し出したのが

この事件のような気がします。 

 
嘘をつくより本当のことを話して相談した方がいいですよ 

 

このような悪質な労働者を増やさないために企業がすべ

きこと。 

■親が危篤である証拠を提出させること（業務上必要な

確認事由なのでプライバシーの侵害にはなりません）

■必ず病院には確認を取ること 

■社規に背任行為による処罰事項を盛り込んでおくこと

■この手の嘘は犯罪であることを日頃から周知する 

■曖昧にせず処罰の前例を作って会社の本気度を示す 

■労働者が上司に悩みを相談できる環境を整備しておく

 

ブラック企業対策はもうすぐ終焉します。働き方改革で

労働意欲を削がれた従業員、組織主義より個人主義の若

者世代、そして組織に巣食うブラック労働者達に企業が

どう対応していくかが取り上げられる時代が来ます。企

業も断固とした姿勢を失うべきではないということです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

派遣クイズ 

上司やお客様への誉め言葉として、次のうち不適切なもの

はどれでしょう。 

 

①さすが目の付け所が違いますね。 

②さすが人脈がお広いですね。 

③さすが年の功ですね。 

④さすが個性的ですね。 

（答えは最終ページ） 
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☆★お仕事情報コーナー★☆   

講習会受付のアルバイト 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

雇用環境整備士資格講習会の受付のお仕事です。来場

者の出欠・資料配布・座席誘導・講師の水差し替えなど。

１日完結のスポットのお仕事です。日程は①か②のいず

れかを選んでご応募下さい。応募者多数の際は抽選とさ

せていただきます。 

 

形  態：アルバイト 

日程場所：① 2 月 27 日（木）横浜駅構内直結 

② 3 月 8 日（日）中野サンプラザ 

時  間：9：00 現地集合～17：00 現地解散 

報  酬：日給 8,000 円（交通費込、休憩 1 時間有） 

※当日現地にて現金支給します。 

採用人数：各日 1 名（2/20 応募〆切） 

ス キ ル：不問。但し、スーツ着用でお越しください。 

 

このお仕事はメルマガを愛読いただいている方にのみお

知らせしているお仕事です。エントリーはメールまたは

お電話にて受付けております。（その他のお仕事について

はオフィスタ公式ホームページをご覧ください） 

 

いいお仕事との出会いは一瞬です。  

“明日からではなく” 

http://www.offista.com 
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☆★編集後記★☆ 

○おわりに 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

毎年この時期は講習会運営で全国に出張行っています。

長いときだと 10 日間くらいあちこち地方巡ってますの

で机に居る時間が取れません。ということで代わりに全

国飛び回ってくれる部下が欲しいなぁ…なんてことで従

業員募集中です。通年募集しているけれどオフィスタは

ママさんハケンなので、スタッフさんは出張がある仕事

だと不人気なのですよ。ということで、できれば全国飛

び回れる独身者が理想なんですけど、よかったら応募し

てください。47 都道府県を制覇しましょう。仕事も遊

びのうち！という楽しい方お待ちしております。 

       makoto 記 
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★お問い合わせ先 

●配信停止 

http://www.offista.com/mailout.html 

●本誌定期愛読を希望（無料） 

http://www.offista.com/mailin.html 

●メールアドレス変更 

http://www.offista.com/mailchange.html 

●プライバシーポリシー 

http://www.offista.com/privacy.html 

 

●バックナンバーは下記からダウンロードできます 

http://www.offista.com/melmaga.html       

 

MEMO： 

 
 

このメールはオフィスタ・メルマガ希望者及びオフィスタ関係者へお送りしております。

この内容に覚えがない場合や、システムに関するお問い合わせは下記まで。 

お問い合わせフリーダイヤル／0120-178-172 

お問い合わせ受付時間／10:00～17:00（土・日曜日、祝日を除く）  

オフィスタは次世代育成支援対策

推進法第 13 条に基づく 

厚生労働大臣認定企業です。 

 本誌の一部または全部を無断で引用、転載、放送することは、法律で定められた場合を除き、著作者の権利の侵害となります。あらかじめ許諾 

をお求めくださいますようお願いいたします。              ---オフィスタは日本プランニング株式会社の登録商標です。--- 

派遣クイズの答え：③が不適切 

褒め言葉は社会生活における潤滑油です。いわゆるヨイショと呼

ばれるもので上手に使えば自身の評価も上がります。①相手の視

点を褒めるとともに、そこに気付く自分も PR できます。②人脈の

広さは優秀な社会人の証。このように褒められて嫌な気持ちにな

る方はいないでしょう。③自分では若いと思っている人は不快に

思うので、「さすが経験値
．．．

が違いますね」などと褒めた方がよい

でしょう。④奇抜なデザインや理解しがたいセンスを褒める時に

有用です。が、相手の性格や人間性に対して使うと「あなたは変

わり者」という意味に誤解されることもあるので注意は必要です。



育児者・障害者・エイジレス（満 35 歳以上）・学生雇用の知識者養成のための資格講習会開催 

令和元年度 第２回 【冬季】 

『雇用環境整備士資格（第Ⅰ種～第Ⅳ種）』講習会開催のご案内 
 

 

■近年の労働者意識は“ワークライフバランス”なる用語の発生にも見られるように個々人のワークスタイ

ルの多面化の傾向が顕著な時代となってきています。育児者・障害者・エイジレス（35歳以上又は高齢者）

の活発な採用を国内促進すべきであることは、雇用主並びに使用者に課せられた責務ですが、これら対象者

への雇用状況は決して十分なものとは言えず、且つ職場で勤務するこれら当事者にとっても理解ある適正な

職場環境の整備を雇用主に望む声が大きくなってきております。 

本機構では、このような事態に対応し、これら対象者の雇用促進と受け入れるにあたっての適正な職場環

境整備のために、役員・管理職・人事総務担当部局にこれらの方々を雇用する前または雇用した後の専門知

識者を育成・養成しています。本講習ではこれら対象者への労働関係法令や受け入れた際の知識と情報を講

義し、知識を習得した者を雇用環境整備士として認定し、事業所内に専門知識を有する資格者として設置す

ることで育児・障害・エイジレス雇用の適切な雇用環境整備の一層の推進に資することを目的としています。 

育児介護休業法改正・障害者雇用促進法改正・高齢者雇用安定法改正等への不適応、職場環境の未整備に

より増加している労働争議・訴訟を未然に防ぐため専門知識者の育成と整備士の設置をお願い申し上げます。 

※第Ⅳ種（学生雇用）が夏季新設され、学生を雇用した際の適正な職場環境整備の知識者も養成しています。 

 

■雇用行政担当官、企業・団体の管理職及び人事・総務担当者、社会保険労務士、人材派遣や人材紹介等の

業務に携わる関係者の方々は是非受講してください。 

雇用均等両立、障害者雇用、エイジレス（35 歳以上の中途採用）、高齢者の継続雇用に携わる企業人事採用担

当者並びに企業における管理職の役職に就かれております方等には本講習会を受講され、雇用環境整備士として

今後の業務にご活用ください。また、社会保険労務士、産業カウンセラー、キャリアコンサルタント、人材派遣会社等

での勤務者は雇用や指導に関する専門知識者としてご活用ください。 

 

■資格者証交付・認定・登録（雇用環境整備士：全国延べ 7,785 名 R1 年 9 月末現在） 

 本講習を受講した者には資格者証を交付し、雇用環境整備士として認定並びに登録させていただきます。 

※育児者雇用（第Ⅰ種）、障害者雇用（第Ⅱ種）、ｴｲｼﾞﾚｽ雇用（第Ⅲ種）、学生雇用（第Ⅳ種）のいず

れか１科目以上を受講された方を雇用環境整備士として認定しています。  *今回資格試験は行いません。 

 

１．開催地・開催科目・日程・会場（*申込者には受講票と会場地図をお送りします） 

 

※東京会場は各定員 100 名、以外の会場は各定員 50 名に達し次第受付終了となります。全会場満席が予想されますので 

受講希望者はお早めにお申し込みください。今冬における以外の追加会場並びに追加開催は予定されておりません。 

開催地 開催科目 開催日程・会場 開催地 開催科目 開催日程・会場 

東京 第Ⅱ種（障害者雇用） 
令和 2 年 1 月 28 日（火） 
中野サンプラザ会議室 

福岡 第Ⅰ種（育児者雇用） 
令和 2 年 2 月 19 日（水） 
ｴｲﾑｱﾃｲﾝ博多駅東会議室 

〃 第Ⅲ種（ｴｲｼﾞﾚｽ雇用） 
令和 2 年 1 月 29 日（水） 

〃 
〃 第Ⅱ種（障害者雇用） 

令和 2 年 2 月 20 日（木） 
〃 

〃 第Ⅳ種（学生雇用） 
令和 2 年 1 月 30 日（木） 

〃 
広島 第Ⅱ種（障害者雇用） 

令和 2 年 2 月 21 日（金） 
RCC 文化センター会議室 

〃 第Ⅰ種（育児者雇用） 
令和 2 年 1 月 31 日（金） 

〃 
横浜 第Ⅱ種（障害者雇用） 

令和 2 年 2 月 27 日（木） 
ＭＹＳ横浜西口会議室 

仙台 第Ⅱ種（障害者雇用） 
令和 2 年 2 月 5 日（水） 
仙都会館会議室 

大阪 第Ⅱ種（障害者雇用） 
令和 2 年 3 月 3 日（火） 
日本研修センター江坂 

〃 第Ⅳ種（学生雇用） 
令和 2 年 2 月 6 日（木） 

〃 
〃 第Ⅲ種（ｴｲｼﾞﾚｽ雇用） 

令和 2 年 3 月 4 日（水） 
〃 

名古屋 第Ⅱ種（障害者雇用） 
令和 2 年 2 月 13 日（木） 
安保ホール会議室 

東京日曜 第Ⅱ種（障害者雇用） 
令和 2 年 3 月 8 日（日） 
中野サンプラザ会議室 

主催：一般社団法人日本雇用環境整備機構 



２．講習科目･講師（講師の都合等により一部変更となる場合があります。） 

(1) 挨 拶（13：00～13：05）  

(2) 雇用環境整備士概要（13：05～13：40） 

(3) 講義内容はⅠ種・Ⅱ種・Ⅲ種・Ⅳ種により異なる（13：40～16：40） 

【第Ⅰ種】育児者の雇用における現状と課題・関係法令解説及び雇用環境整備解説 

馬場社会保険労務士事務所長      馬場実智代 

【第Ⅱ種】障害者の雇用における現状と課題・関係法令解説及び雇用環境整備解説 

一般社団法人日本雇用環境整備機構理事長／理事   石井京子・池嶋貫二 

（※東京・仙台・名古屋・横浜会場は石井京子／大阪・福岡・広島会場は池嶋貫二） 

【第Ⅲ種】ｴｲｼﾞﾚｽの雇用における現状と課題・関係法令解説及び雇用環境整備解説 

一般社団法人日本人材派遣協会アドバイザー  大滝 岳光 

【第Ⅳ種】学生の雇用における現状と課題・関係法令解説及び雇用環境整備解説 

一般社団法人日本産業カウンセラー協会・特定社会保険労務士 圓城寺美紀 

(4) 資格者証交付（16：40～16：50）               *今回資格試験は行いません。 

 

３．後援・協力依頼先 (予定) 

（一社）日本人材派遣協会、（一財）全国母子寡婦福祉団体協議会、（NPO）高齢社会をよくする女性の会、 
（一社）高齢者活躍支援協議会、（NPO）障がい者ダイバーシティ研究会、（一社）日本産業カウンセラー協会 
（一社）ＣＳＲプロジェクト、（一社）日本電気工事士協会 

４．参加費（税込、テキスト代含む）※参加費は当日会場で申し受けます。 
一般 12,000 円、本機構の情報交流制度加盟員 10,000 円、後援・協力依頼先等の会員等 11,000 円、 

行政庁職員 10,000 円、社会保険労務士資格者 11,000 円、産業カウンセラー資格者 11,000 円 
 
５．申込み方法 

 インターネットで下記へアクセスし、１科目以上を選び、申込手順に従ってお申し込みください。

または下記申込書（１名につき１枚。コピー可）に記入し、下記申込先宛郵送又は FAX してください。 

http://www.jee.or.jp/workshop/workshop.html 
 
６．申込締切期日    

開催の１週間前までにお申し込み下さい（※郵送によるお申し込みの場合は必着）。但し、締切日前で

も定員（東京会場各 100 名、以外の会場各 50 名）に達し次第締め切ることがあります。 

複数科目受講される場合は本機構の情報交流制度へのご加盟を推奨しております（HP より加盟可）。 
 
７．申込先・問合せ先 

一般社団法人日本雇用環境整備機構 「雇用環境整備士講習係」 (TEL.03-3379-5597) 

       〒160-0023 東京都新宿区西新宿 5-8-1 第一ともえビル 8F（オフィスタ内） 
 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

＜雇用環境整備士資格講習会＞受講申込書（郵送・FAX申込用/コピー可） 
   ※インターネットによる申込の場合は必要ありません 

ﾌﾘｶﾞﾅ 申込み会場（複数受講可） 区分（下記何れか選択） 

受講者氏名         

 

・東京Ⅱ（1/28）   ・福岡Ⅰ（2/19） 

・東京Ⅲ（1/29）   ・福岡Ⅱ（2/20） 

・東京Ⅳ（1/30）   ・広島Ⅱ（2/21） 

・東京Ⅰ（1/31）   ・横浜Ⅱ（2/27） 

・仙台Ⅱ（2/5）   ・大阪Ⅱ（3/3） 

・仙台Ⅳ（2/6）   ・大阪Ⅲ（3/4） 

・名古屋Ⅱ（2/13）  ・東京日曜Ⅱ（3/8） 

・一般 

・本機構の加盟員 

・後援団体の会員等 

・行政庁職員 

・社会保険労務士 

・産業カウンセラー 

連絡先    勤務先 ・ 自 宅 （何れかに○をつけてください。FAXは必ず記入してください。） 

〒□□□－□□□□      TEL．   （     ）     （内線     ） 

FAX．  （     ）         
都・道 

府・県 

勤務先名・部課名： 

※この申込書に記載された個人情報は、講習実施に関する必要な書類等の作成、送付及び本講習の内容に関する情報の  

送付に使用します。それ以外の目的には使用いたしません。  

FAX 送付先：03-3379-5596 


